[bookmark: _Hlk137412298]令和８年度山辺町ふるさと応援寄附記念品美力アップ補助金交付要綱

（趣旨）
第１条　この要綱は、山辺町ふるさと応援寄附制度を活用した特産品等のＰＲ及び魅力向上を図り、地域の活性化や地場産業の振興につなげるため、山辺町ふるさと応援寄附記念品登録要綱（平成21年告示第６号。以下「記念品要綱」という。）第１条の寄附記念品（以下「記念品」という。）として特産品等を新たに開発するもの等に対し、予算の範囲内において、令和８年度山辺町ふるさと応援寄附記念品美力アップ補助金（以下「補助金」という。）の交付をすることに関し、山辺町補助金等の適正化に関する規則（平成３年規則第13号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
（定義）
第２条　この要綱における用語の意義は、記念品要綱第２条に定めるところによる。
（補助要件）
第３条　補助金の交付の対象となる事業の要件は、次の各号の全てに該当することとする。
(１)　事業者が町特産品等を記念品として新たに開発又は改良し、記念品要綱第６条の規定により記念品を登録する事業であること。
(２)　事業終了後、直ちに前号の規定により記念品登録を行い、原則５年以上継続すること。
(３)　補助金を受けようとする事業において、他の補助制度を利用していないこと。
２　その他、町長が必要と認める事業であること。
（補助対象経費等）
第４条　補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、別表のとおりとする。なお、同一事業者への補助は、同一年度内に１事業を限度とする。
（補助金の額）
第５条　補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の２分の１以内の額（1,000円未満の端数は切捨てる。）とし、50万円を限度とする。
（交付申請）
第６条　申請者は、補助金交付申請書（様式第１号）に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(１)　事業計画書
(２)　収支予算書
(３)　調査同意書
(４)　他市区町村長発行の納税証明書（該当する場合のみ）
(５)　その他町長が必要と認める書類
（交付の決定及び通知）
第７条　町長は、前条による申請があったときは、記念品要綱第４条の規定による山辺町ふるさと応援寄附記念品登録審査委員会（以下「審査会」という。）に付議し、事業が妥当と認められたときは、補助金交付決定通知書（様式第２号）により当該申請者に通知するものとする。
２　町長は、審査会において事業が不適当と認められたときは、当該申請者に対してその理由を付して補助金不交付決定通知書（様式第３号）により通知するものとする。
（補助金の変更交付申請等）
第８条　前条第１項の交付決定を受けた事業者（以下「補助事業者」という。）は、補助事業の内容を変更、中止し、又は廃止しようとするときは、次の各号に定めるところとする。
(１)　申請の内容を変更しようとするときは、補助金変更交付申請書（様式第４号）を提出しなければならない。
(２)　補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、補助事業中止（廃止）承認申請書（様式第５号）を提出しなければならない。
２　前項の規定による申請があったときは、審査会に付議し、町長の承認を得なければならない。
３　前項の規定による町長の承認については、補助金変更交付決定通知書（様式第６号）又は補助事業中止（廃止）承認通知書（様式第７号）により通知するものとする。
（補助金の概算払）
第９条　町長は、必要と認めるときは、補助事業者に対し、交付決定額の10分の７以内の額（1,000円未満の端数は切捨てる。）を概算払により支払うことができるものとする。
２　補助事業者は、前項の概算払により補助金の請求をしようとするときは、補助金概算払請求書（様式第８号）を町長に提出しなければならない。
（補助事業の実績報告）
第10条　補助事業者は、補助事業が完了したときは、１ケ月を超えない日又は令和９年３月１２日のいずれか早い日までに、補助金実績報告書（様式第９号）に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(１)　事業実施報告書
(２)　事業収支決算書
(３)　実施した事業の内容を確認できる書類
(４)　事業に係る領収書の写し
(５)　その他町長が必要と認めるもの
（補助金の額の確定）
第11条　町長は、前条による実績報告があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、補助金確定通知書（様式第10号）により当該補助事業者に通知するものとする。
（補助金の請求）
第12条　補助事業者は、前条の通知を受け補助金の請求をしようとするときは、補助金請求書（様式第11号）を町長に提出しなければならない。
（補助金の交付決定の取消し）
第13条　町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、審査会に付議し、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(１)　虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(２)　補助金を他の用途に使用したとき。
(３)　法令等に違反したとき。
(４)　その他補助事業の実施に関して町長の指示に従わないとき。
２　町長は、前項の規定による取消しをしたときは、補助金交付決定取消通知書兼返還命令書（様式第12号）により補助事業者に通知するものとする。
（補助金の返還）
第14条　町長は、前条の規定により補助金の交付の決定の取消しをした場合に、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金の交付がされているときは期限を定めて、その返還を命じるものとする。
２　町長は、補助事業者に交付すべき額が確定した場合において、既にその額を超える補助金の交付がされているときは、補助金超過額返還通知書（様式第13号）により期限を定めて、その返還を命じるものとする。
（遂行状況の報告・指示及び検査）
第15条　町長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査若しくは調査を行うことができる。
（書類の保存期間）
第16条　補助事業者は、帳簿及び証拠書類は、当該事業の完了の日の属する翌年度から起算して５年間保存しなければならない。
（その他）
第17条　この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附　則
　（施行期日）
１　この告示は、令和８年４月１日から施行する。
　
（失効）
２　この告示は、令和９年３月31日限りその効力を失う。 
（失効に伴う経過措置）
３　前項の規定にかかわらず、この告示の失効後も第13条及び第14条の規定は、なおその効力を有するものとする。


別表（第４条関係）
	補助対象経費
	謝金
	外部専門家から指導を受けた場合の謝礼金

	
	交通費
	専門家等に支払う旅費又はマーケティング活動に必要な旅費

	
	運搬費
	材料、資材、試作品等の送付に係る送料

	
	委託料
	調査研究、パッケージデザイン等の委託費

	
	手数料
	各種許認可等の取得費用又は成分の分析、検査等に係る費用

	
	材料費
	新記念品開発のための試作に使用する原材料費

	
	機材購入費
	新記念品の開発に必要と認められる機材の購入又は更新に要する経費

	
	施設費
	製造又は加工のための施設の新設、改修又は修繕に要する経費

	
	その他
	その他町長が特に必要と認める経費




様式第１号(第６条関係)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　　山辺町長　　　　　　　様

申請者　住　　所
氏名又は名称及び
代表者名　　　　　　　　　　
電話番号


令和８年度山辺町ふるさと応援寄附記念品美力アップ補助金交付申請書


　　　年度において、下記のとおり事業を実施したいので、令和８年度山辺町ふるさと応援寄附記念品美力アップ補助金交付要綱第６条の規定により、補助金　　　　　　円の交付を申請します。

	1
	補助事業の目的
及び内容
	　

	2
	補助事業の
総事業費
	円
	補助対象経費
	円

	
	
	
	交付申請額
	円

	3
	補助事業の期間
	　　　　年　　月　　日　～　　　　年　　月　　日

	4
	添付書類
	(1)　事業計画書
(2)　収支予算書
(3)　調査同意書
(4)　他市区町村長発行の納税証明書（該当する場合のみ）
(5)　その他町長が必要と認める書類

	5
	確認事項
	□事業終了後、直ちに記念品要綱第６条の規定により記念品登録を行い、原則５年以上継続することを誓約する。

	6
	備考
	



様式第１号(添付書類(１))
	

事業計画書

（具体的な内容、事業実施予定日等を記入してください。）































様式第１号(添付書類(２))
収支予算書
　(収入の部)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：円)
	区　　分
	予算額
	備　　　　考

	町 補 助 金
	　
	　

	自 主 財 源
	　
	　

	そ　の　他
	　
	　

	計
	　
	　
　



　(支出の部)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：円)
	区　　分
	予算額
	説明

	　
	　
	　
　

	　
	　
	　
　

	　
	　
	　
　

	　
	　
	　
　

	　
	　
	　
　

	　
	　
	　
　

	　
	　
	　
　

	計
	　
	　
　





様式第１号(添付書類(３))
調査同意書

山辺町長　　　　殿
申請者　住所
氏名
代表者名
連絡先

　私は、令和８年度山辺町ふるさと応援寄附記念品美力アップ補助金の申請にあたり、次の納入状況等について調査することに同意します。

１　町税（町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税）
２　介護保険料
３　下水道使用料
４　簡易水道料

※山辺町記入欄
	調査項目
	調査結果
	確認日
	確認者印

	１　町税
町県民税
固定資産税
軽自動車税
国民健康保険税
	
完納・未納・該当なし
完納・未納・該当なし
完納・未納・該当なし
完納・未納・該当なし
	
令和　年　月　日
令和　年　月　日
令和　年　月　日
令和　年　月　日
	

	２　介護保険料
	完納・未納・該当なし
	令和　年　月　日
	

	３　下水道使用料
	完納・未納・該当なし
	令和　年　月　日
	

	４　簡易水道料
	完納・未納・該当なし
	令和　年　月　日
	




様式第２号(第７条関係)
　　　　第　　　　号
　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　様


山辺町長　　　　　　　　　　　　　



令和８年度山辺町ふるさと応援寄附記念品美力アップ補助金交付決定通知書

　　　年　　月　　日付けで申請のあった補助金の交付については、次のとおり決定したので、令和８年度山辺町ふるさと応援寄附記念品美力アップ補助金交付要綱第７条により通知します。
	1
	補助金交付決定額
	円　　

	2
	補助事業の内容及び条件
	　




様式第３号(第７条関係)
　　　　第　　　　号
　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　様


山辺町長　　　　　　　　　　　　　


令和８年度山辺町ふるさと応援寄附記念品美力アップ補助金不交付決定通知書

年　　月　　日付けで申請のあった補助金の交付については、令和８年度山辺町ふるさと応援寄附記念品美力アップ補助金交付要綱第７条による審査の結果、下記の理由により、交付決定することはできませんでしたので、同条第２項の規定により通知します。


(理由)

様式第４号(第８条関係)
年　　月　　日


　　山辺町長　　　　様

申請者　住　　所　
氏名又は名称及び
代表者名　　　　　　　　　　　　
電話番号　


令和８年度山辺町ふるさと応援寄附記念品美力アップ補助金変更交付申請書


　　　年　　月　　日付け第　　　　号により補助金交付決定通知のあった補助事業について、事業計画を下記のとおり変更したいので、令和８年度山辺町ふるさと応援寄附記念品美力アップ補助金交付要綱第８条第１項第１号の規定により、変更交付申請します。
	1
	変更後の補助金交付申請額
	A既交付決定額
	円

	
	
	B変更後の申請額
	円

	
	
	C　差引増減額
C＝(B－A)
	円

	2
	変更申請の項目及び内容
	

	3
	添付書類
	(1)　事業計画書(変更後)
(2)　収支予算書(変更後)

	4
	備考
	　



様式第４号(添付書類(１))
	

事　　業　　計　　画　　書　（変更後）

（具体的な内容、事業実施予定日を記入してください。）






























様式第４号(添付書類(２))

収　　支　　予　　算　　書　（変更後）
　(収入の部)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：円)
	区　　分
	予算額
	備　　　　考

	町 補 助 金
	　
	　

	自 主 財 源
	　
	　

	そ　の　他
	　
	　

	計
	　
	　
　



　(支出の部)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：円)
	区　　分
	予算額
	説明

	　
	　
	　
　

	　
	　
	　
　

	　
	　
	　
　

	　
	　
	　
　

	　
	　
	　
　

	　
	　
	　
　

	計
	　
	　
　


　　


様式第５号(第８条関係)
年　　月　　日

　　山辺町長　　　　様


申請者　　住　　所
氏名又は名称及び
代表者名　　　　　　　　　　　　
電話番号


補助事業中止(廃止)承認申請書


　　　年　　月　　日付け第　　　　号により補助金の交付決定を受けた補助事業について、次のとおり中止(廃止)したいので、令和８年度山辺町ふるさと応援寄附記念品美力アップ補助金交付要綱第８条第１項第２号の規定により承認を申請します。
	1
	中止(廃止)の時期
	　　　　　　　　年　　　月　　　日

	2
	中止(廃止)の理由
	

	3
	備考
	　




様式第６号(第８条関係)

第　　　　号
年　　月　　日

　　　　　　　　　　様


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山辺町長　　　　　　　　　　　　　　　　　　



令和８年度山辺町ふるさと応援寄附記念品美力アップ補助金変更交付決定通知書


　　　年　 　 月　 　 日付け第　　　　号により交付決定した補助金について、次のとおり変更交付を決定したので、令和８年度山辺町ふるさと応援寄附記念品美力アップ補助金交付要綱第８条第３項の規定により通知します。

	1　変更後の補助金交付決定額
	A 交付決定額(変更前)
	円

	
	B 申請額(変更後)
	円

	
	C 差引増減額
C＝(B－A)
	円

	2　変更項目及び内容
	




様式第７号(第８条関係)

　第　　　　号
　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　様


山辺町長　　　　　　　　　　　



補助事業中止(廃止)承認通知書


　　　年　　月　　日付け第　　　　号により交付決定した補助金について、次のとおり中止(廃止)を承認したので、令和８年度山辺町ふるさと応援寄附記念品美力アップ補助金交付要綱第８条第３項の規定により通知します。

	1　中止(廃止)の時期
	　　年　　月　　日

	2　備考
	




様式第８号(第９条関係)
第　　　　号
　　　　年　　月　　日

　　山辺町長　　　　様

申請者　住　　所　
氏名又は名称及び
代表者名　　　　　　　　　　
電話番号　


令和８年度山辺町ふるさと応援寄附記念品美力アップ補助金概算払請求書

　　　年 　　月　　 日付け第　　　　号で補助金交付決定（又は補助金変更決定）のあった令和８年度山辺町ふるさと応援寄附記念品美力アップ補助金を概算払によって交付されるよう、令和８年度山辺町ふるさと応援寄附記念品美力アップ補助金交付要綱第９条第２項の規定により請求します。

記

補助事業の名称　　　　　　 


	補助金交付決定額
	

	今 回 請 求 額
	

	残　　　　　額
	



振込先
　金融機関
　口座番号
　口座名義

様式第９号(第10条関係)
　年　　月　　日

　山辺町長　　　　様

申請者　　住　　所　
氏名又は名称及び
代表者名　　　　　　　　　　　　　
電話番号　


令和８年度山辺町ふるさと応援寄附記念品美力アップ補助金実績報告書


　　　年　　月　　日付け第　　　　号により補助金の交付決定を受けた補助事業について、令和８年度山辺町ふるさと応援寄附記念品美力アップ補助金交付要綱第10条の規定により、次のとおり関係書類を添えて事業実績を報告します。

	1
	補助事業の
内容
	

	2
	補助事業の
総事業費
	　　　　　円
	補助対象経費
	円

	
	
	
	交付決定額
	円

	3
	補助事業の期間
	　　年　　月　　日　～　　　　　年　　月　　日

	4
	添付書類
	(1)　事業実施報告書
(2)　事業収支決算書
(3)　実施した事業の内容を確認できる書類
(4)　事業に係る領収書の写し
(5)　その他町長が必要と認める書類

	5
	備考
	　



別記様式第９号(添付書類(１))
	
事業実施報告書



別記様式第９号(添付書類(２))

収支決算書
　(収入の部)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：円)
	区　　分
	予算額
	決算額
	説明

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	計
	　
	　
	　



　(支出の部)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：円)
	区　　分
	予算額
	決算額
	説明

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　

	計
	　
	　
	　


　　


様式第10号(第11条関係)
第　　　　号
　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　様


山辺町長　　　　　　　　　　　　　



　　令和８年度山辺町ふるさと応援寄附記念品美力アップ補助金額の確定通知書


　　　年　　月　　日付け第　　　　号で実績報告のあった令和８年度山辺町ふるさと応援寄附記念品美力アップ補助金については、令和８年度山辺町ふるさと応援寄附記念品美力アップ補助金交付要綱第11条の規定により、下記のとおり補助金額を確定したので通知します。


記

１　補助事業の名称　　　　　 

２　補助金の交付確定額　　　　　　　　　　　

様式第11号(第12条関係)

　年　　月　　日


山辺町長　　　　様
申請者　住　　所
氏名又は名称及び
代表者名　　　　　　　　　　　　
電話番号



令和８年度山辺町ふるさと応援寄附記念品美力アップ補助金請求書

　　
　下記のとおり補助金を交付されるよう、令和８年度山辺町ふるさと応援寄附記念品美力アップ補助金交付要綱第12条の規定により請求します。

	1
	交付請求額
	A　交付確定額
	円

	
	
	B 概算払の額
	円

	
	
	C 交付請求額
C=A-B
	円

	2
	交付決定番号
	　　　　　　第　　　　　号

	3
	交付決定日
	　　　　　　年　　月　　日




振込先
　金融機関
　口座番号
　口座名義


様式第12号(第13条関係)
　　　　第　　　　号
年　　月　　日


　　　　　　　　　　様

山辺町長　　　　　　　　　　


令和８年度山辺町ふるさと応援寄附記念品美力アップ補助金
交付決定取消通知書兼返還命令書


　　　年　　月　　日付け第　　　　号で通知した補助金の交付決定については、次のとおり取消します。
　　また、既に交付を受けている補助金については、次のとおり返還してください。
	1
	交付決定済額
	円　　　　　　　

	2
	取消しの根拠
	令和８年度山辺町ふるさと応援寄附記念品美力アップ補助金交付要綱第13条第１項第　　　　号

	3
	取消しの理由
	　

	4
	補助金の返還
	返還金額
	円　

	
	
	返還期日
	年　　　月　　　日

	
	
	返還方法
	添付の納入通知書による。




様式第13号(第14条関係)
　　　　第　　　　号
年　　月　　日


　　　　　　　　　　様


山辺町長　　　　　　　　　　　


令和８年度山辺町ふるさと応援寄附記念品美力アップ補助金超過額返還通知書


　　　年　　月　　日付け第　　　　号で交付決定した補助金の超過額は次のとおりですので、補助金の超過額について返還するよう、令和８年度山辺町ふるさと応援寄附記念品美力アップ補助金交付要綱第14条第２項の規定により通知します。
	1　交付決定済額
	　　　　　　　　　　　　　　　円

	2　概算交付済額
	　　　　　　　　　　　　　　　円

	3　交付確定額
	　　　　　　　　　　　　　　　円

	4　返還額
	　既に交付をしている補助金については、令和８年度山辺町ふるさと応援寄附記念品美力アップ補助金交付要綱第14条第2項の規定により、次のとおり返還してください。

	
	返還額
	　　　　　　　　　　　　円

	
	返還期日
	　　　　　　年　　月　　日

	
	返還方法
	　添付の納入通知書による。



